
さいたま市障害福祉サービス従事者養成研修受講料助成事業　～申請から振込までの流れ～

申請者
研修実施
事業者

就業先の
事業所

さいたま市
障害政策課

埼玉県警
暴力団対策課

①研修受講修了 受講料を支払ったことを
証明する書類　を発行

②就業 相談支援事業所
同行援護事業所に就業

　  　     3か月後
　　　　3か月後

助成金交付申請書　記入
就業証明書　記入

※申請書を受理したことの通知はありません。

照会
③申請

回答

助成を行うと決定した時

④通知受領

＋
助成を行わないと決定した時

申請から約３か月程度

領収書など

第1号様式

記入 第2号様式

申請

受理

審査・助成

可否の決定

暴力団員でないこと

の確認

振込手続き

助成額

振込

研修受講

修了証添付

交付決定

申請却下


